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令和７年(2025年)２月２０日 

 

 

 

 

第 ２ 号議案 越谷市副市長の選任につき同意を求めることについて 

越谷市副市長青山雅彦氏の任期満了（令和７年（2025年）３月３１日）に伴い後任者を選任

することについて、議会の同意を求めるもの 

《後任者》 

氏  名：    勝 彦（さかき・かつひこ） 

生年月日：昭和４３年（1968年）７月１４日 

略  歴：越谷市総務部長 

 

第 ３ 号議案 越谷市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

越谷市教育委員会委員東宏行氏の退職（令和７年（2025年）３月３１日）に伴い後任委員を

任命することについて、議会の同意を求めるもの 

《後任委員》 

氏  名：上 原 美 子（うえはら・よしこ） 

生年月日：昭和３７年（1962年）４月２４日 

略  歴：埼玉県立大学保健医療福祉学部共通教育科教授 

     越谷市青少年問題協議会会長 

 

第 ４ 号議案 越谷市公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて 

  越谷市公平委員会委員川合時雄氏の任期満了（令和７年（2025年）４月４日）に伴い後任委

員を選任することについて、議会の同意を求めるもの 

《後任委員》 

氏  名：川 合 時 雄（かわい・ときお） 

生年月日：昭和２６年（1951年）６月９日 

略  歴：元東彩ガス株式会社代表取締役社長 

     越谷市公平委員会委員 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年３月定例会議案概要 
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第 ５ 号議案 越谷サンシティのあり方に関する審議会委員の委嘱につき同意を求める
ことについて 

  越谷サンシティのあり方に関する審議会委員を委嘱することについて、議会の同意を求めるもの 
委員の区分（人数） 氏名 年齢 略歴等 

 

 

 

 

 

 

 

 

学識経験者 

（７） 

 

 

 

都市計画・建築につ

いて識見を有する者

（４） 

 
松 岡 拓公雄 

 
７２ 

滋賀県立大学名誉教授 

元亜細亜大学都市創造学部教授 

岸 井 隆 幸 ７１ 

日本大学名誉教授 

政策研究大学院大学客員教授 

越谷市都市計画審議会委員 
 
田 中 秀 明 ６４ 

明治大学公共政策大学院ガバナンス研究科専任教授 

元内閣府公共サービス改革推進室参事官 

熊 谷   玄 ５１ 

ランドスケープデザイナー 

株式会社スタジオゲンクマガイ代表取締役 

一般社団法人ランドスケープアーキテクト連盟理事 
 
経済・観光について

識見を有する者 

（２） 

丁 野   朗 ７４ 
公益社団法人日本観光振興協会総合研究所顧問 

元東洋大学大学院国際観光学部客員教授 

黒 川 文 子 ６９ 
獨協大学経済学部教授 

元千葉経済大学専任講師 
 
地方財政について 

識見を有する者 

（１） 

牛 島 授 公 ５７ 

一般財団法人地域総合整備財団事務局長 

元総務省中部管区行政評価局長 

元香川大学大学院地域マネジメント研究科教授 

元地方公共団体金融機構資金部資金課長 
 
関係行政機関 

の職員（２） 

国の職員（１） 関 澤 貴 史 ３６ 国土交通省関東地方整備局建政部都市整備課長 

埼玉県の職員（１） 石 川   修 ５７ 埼玉県都市整備部都市計画課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共的団体等 

を代表する者 

（１０） 

越谷商工会議所を 

代表する者（１） 
山 田 謙 治 ７３ 越谷商工会議所常議員 

越谷商工会議所 
青年部を代表する者
（１） 

藤 森 洋 佑 ３６ 越谷商工会議所青年部会長 

一般社団法人 
越谷青年会議所を 
代表する者（１） 

吉 田 将 光 ３７ 一般社団法人越谷青年会議所理事長 

越谷市商店会連合会

を代表する者（２） 

桃 木 利 幸 ７６ 

越谷市商店会連合会会長 

大沢商店会会長 

越谷市商工対策委員会委員 

関 森 初 義 ７０ 

越谷市商店会連合会副会長 

南越谷商店会会長 

元越谷市国民健康保険運営協議会委員 

一般社団法人 

越谷市観光協会を 

代表する者（１） 

江 原 武 男 ６８ 
一般社団法人越谷市観光協会代表理事 

元越谷市商工対策委員会委員 

越谷市自治会連合会

を代表する者（２） 

浅 見 昭 一 ７５ 

越谷市自治会連合会理事 

蒲生地区自治会連合会会長 

越谷市廃棄物減量等推進審議会委員 

岩 男 義 明 ７６ 
越谷市自治会連合会理事 

南越谷地区自治会連合会会長 

越谷市文化連盟を 

代表する者（１） 
新 井 敏 浩 ８５ 

越谷市文化連盟会長 

越谷市特別職報酬等審議会委員 

越谷市ＰＴＡ連合会

を代表する者（１） 
宮 園 た み ５１ 

越谷市ＰＴＡ連合会会長 

越谷市生涯学習審議会委員 

 

 

公募による市民等（越谷サンシティ

のあり方に関する市民懇談会の代表

者）（６） 

中 山 正 則 ６６ 増林地区・在勤 

川  上  政  紀 ５１ 大沢地区・在住 

山  﨑  純  子 ７８ 越ヶ谷地区・在住 

稲  垣  泰  雄 ５７ 荻島地区・在住 

小  林  伽奈巳 １８ 南越谷地区・在住 

樽  谷  俊  彦 ６５ 川柳地区・在住  
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第 ６ 号議案 越谷市情報公開・個人情報保護審査会条例等の一部を改正する条例制定 
       について             【総務部総務課・人事課、消防局警防課】 

刑法等の一部を改正する法律が施行されることに伴い、関係１０条例について、条例中「懲

役」及び「禁錮（こ）」を「拘禁刑」に改めるもの。令和７年６月１日から施行 

【改正する条例】 

⑴ 越谷市情報公開・個人情報保護審査会条例 

⑵ 越谷市情報公開・個人情報保護審議会条例 

⑶ 越谷市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例 

⑷ 市長及び副市長の給与等に関する条例 

⑸ 越谷市教育委員会教育長の給与等に関する条例 

⑹ 越谷市常勤監査委員の給与等に関する条例 

⑺ 越谷市職員の給与に関する条例 

⑻ 越谷市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例 

⑼ 越谷市消防団条例 

⑽ 越谷市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例 

   

第 ７ 号議案 越谷市副市長定数条例の一部を改正する条例制定について      

                                                            【行財政部行政管理課】 

治水対策の一層の推進を図るため、副市長の定数を「１人」から「２人以内」に変更するも

の。公布の日から施行 

 

第 ８ 号議案 越谷市職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例制定について 

【総務部人事課】 

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部が改正され

ることに伴い、子を養育する職員が請求した場合に時間外勤務の免除の対象となる子の範囲を

拡大し、当該範囲を「３歳に満たない子」から「小学校就学の始期に達するまでの子」に改め

るとともに条文整備を行うもの。令和７年４月１日等から施行 

 

第 ９ 号議案 越谷市職員の休暇に関する条例の一部を改正する条例制定について 

【総務部人事課】 

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部が改正され

ることに伴い、子の看護休暇の取得事由を拡大し、当該取得事由に「学校の休業に伴う子の世

話」及び「子の教育・保育に係る行事への参加」を追加するとともに条文整備を行うもの。令

和７年４月１日等から施行 

 

第１０号議案 越谷市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する 

      条例制定について                   【消防局警防課】 

消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部が改正されることに伴い、

非常勤消防団員に係る退職報償金の勤務年数区分に、新たに「３５年以上」の区分を追加する

もの。令和７年４月１日から施行 



- 4 - 

第１１号議案 包括外部監査契約の締結について        【行財政部行政管理課】 

⑴ 契約の目的：包括外部監査契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告 

⑵ 契約の始期：令和７年（2025年）４月１日 

⑶ 契約金額：１,２００万円を上限とする額 

⑷ 契約の相手方：小 林 正 和（公認会計士） 

 

第１２号議案 越谷市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例等の一 

部を改正する条例制定について 

                 【地域共生部介護保険課、福祉部生活福祉課・障害福祉課】 

軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準等（省令）の一部が改正されることに伴い、省

令に従い、関係１１条例について、栄養士免許を有さない「管理栄養士」を配置した場合につ

いても栄養士の配置を求める基準を満たすこととするもの。令和７年４月１日から施行 

【改正する条例】 

⑴ 越谷市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例 

⑵ 越谷市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例 

⑶ 越谷市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例 

⑷ 越谷市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例 

⑸ 越谷市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等に関する基準を定める条例 

⑹ 越谷市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例 

⑺ 越谷市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例 

⑻ 越谷市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 

⑼ 越谷市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例 

⑽ 越谷市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 

⑾ 越谷市保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例 

 

第１３号議案 越谷市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例 

の一部を改正する条例制定について      【地域共生部地域包括ケア課】 

介護保険法施行規則の一部が改正されたことに伴い、所要の改正を行うもの。令和７年４月

１日から施行 

⑴ 地域包括支援センターの職員配置について、越谷市介護保険運営協議会が第１号被保険者

の数及び地域包括支援センターの運営の状況を勘案して必要であると認めるときは、常勤換

算方法により算定することを可能とするもの 

⑵ 越谷市介護保険運営協議会が地域包括支援センターの効果的な運営に資すると認めるとき

は、複数の地域包括支援センターが担当する区域を１の区域として、当該区域内の第１号被

保険者の合計数に応じた常勤の職員の員数を当該複数の地域包括支援センターに配置するこ

とにより配置基準を満たすこととするもの 
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第１４号議案 越谷市被保護者等住居・生活サービス提供事業の業務の適正化等に関す 

る条例の一部を改正する条例制定について      【福祉部生活福祉課】 

刑法等の一部を改正する法律が施行されることに伴い、条例中「懲役」を「拘禁刑」に改め

るもの。令和７年６月１日から施行 

 

第１５号議案 越谷市感染症診査協議会条例の一部を改正する条例制定について 

                       【保健医療部保健所感染症保健対策課】 

感染症診査の一層の充実を図るため、越谷市感染症診査協議会の委員の定数を変更するもの。

令和７年４月１日から施行 

改正前：「３人」 → 改正後：「５人以内」 

 

第１６号議案 越谷市犯罪被害者等支援条例制定について  【市民協働部くらし安心課】 

犯罪被害者等基本法の基本理念に基づき、犯罪被害者等の支援について定めることにより、

犯罪被害者等の権利利益の保護及び被害の軽減又は回復を図ることを目的として制定するもの。

令和７年４月１日から施行 

 

第１７号議案 越谷市手数料条例の一部を改正する条例制定について 

                       【都市整備部開発指導課・建築住宅課】 

建築基準法の一部が改正されること等に伴い、所要の改正を行うもの 

⑴ 建築基準法関係《令和７年４月１日から施行》 

① 建築士が設計・工事監理を行った一定規模以下の建築物について、構造関係規定等の審

査の一部が省略される特例（４号特例）の対象となる規模の見直しにより、当該特例の対

象となる建築物の規模が縮小されることに伴い、建築物に係る確認申請手数料等について、

手数料の額の算定基礎となる面積区分の見直し及び手数料の額の改定を行うもの 

② 省エネ基準適合性判定を行うことが比較的容易な特定建築行為については、省エネ基準

適合性判定を省略し、建築確認審査と一体的に省エネ基準への適合の確認を行う仕組みが

創設されることに伴い、当該特定建築行為における確認申請手数料等に加算する手数料を

定めるもの 

 ⑵ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律等関係《令和７年４月１日から施行》 

全ての新築住宅・非住宅に対して省エネ基準への適合が義務付けられることに伴い、新た

に適合義務の対象となる一戸建ての住宅及び住宅用途を含む建築物の住宅部分に係る建築物

エネルギー消費性能適合性判定手数料等を定めるもの 

⑶ 都市の低炭素化の促進に関する法律関係《令和７年４月１日から施行》 

  低炭素建築物新築等計画の認定申請手数料について、一戸建ての住宅及び住宅用途を含む

建築物の住宅部分に係る省エネ基準への適合性判定の評価が「標準計算」と「仕様基準」と

の併用により行われる場合における手数料を定めるもの 

⑷ 宅地造成及び特定盛土等規制法等関係《令和７年５月２６日から施行》 

  宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく宅地造成等工事規制区域を指定し、当該区域内に

おける宅地造成等工事に係る許可事務を行うことに伴い、当該許可等に係る事務について手

数料を定めるもの 

 ⑸ 条文整備《令和７年４月１日から施行》 
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第１８号議案 越谷市土砂の堆積等の規制に関する条例の一部を改正する条例制定につ 

いて                    【環境経済部廃棄物指導課】 

宅地造成等工事規制区域を指定すること等に伴い、所要の改正を行うもの 

 ⑴ 宅地造成等工事規制区域の指定に係る改正《令和７年５月２６日から施行》 

宅地造成及び特定盛土等規制法に基づき宅地造成等工事規制区域を指定することに伴い、

宅地造成及び特定盛土等規制法と本条例において重複する規定等を整理するもの 

① 題名の改正 

改正前：越谷市土砂の堆積等の規制に関する条例 

改正後：越谷市土砂の堆積による土壌汚染の防止に関する条例 

  ② 目的の改正 

改正前：無秩序な土砂の堆積を防止し、もって市民の生活の安全の確保及び生活環境 

の保全に寄与すること 

改正後：土砂の堆積による土壌の汚染を防止し、もって生活環境の保全に寄与すること 

③ 土砂の堆積に係る許可等の規定の削除 

④ 土砂の堆積に係る届出義務の創設 

一定規模以上の土砂の堆積について、堆積に使用する土砂が土壌基準に適合したもので

あることの届出を義務付けるもの 

  ⑤ 条文整備 

 ⑵ 刑法等の一部を改正する法律に係る改正《令和７年６月１日から施行》 

   刑法等の一部を改正する法律が施行されることに伴い、条例中「懲役」を「拘禁刑」に改

めるもの 

 ※附則において、越谷市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正 

  改正内容：「越谷市土砂の堆積等の規制に関する条例」の題名を同様に改めるもの 

 

第１９号議案 越谷市再生資源物の屋外保管に関する条例等の一部を改正する条例制定に 

ついて    【環境経済部廃棄物指導課・資源循環推進課、都市整備部都市計画課】 

刑法等の一部を改正する法律が施行されることに伴い、関係３条例について、条例中「懲役」

を「拘禁刑」に改めるもの。令和７年６月１日から施行 

【改正する条例】 

⑴ 越谷市再生資源物の屋外保管に関する条例 

⑵ 越谷市浄化槽保守点検業者登録条例 

⑶ 越谷市屋外広告物条例 

 

第２０号議案 越谷市都市公園条例の一部を改正する条例制定について 

【都市整備部公園緑地課】 

西大袋第一公園を供用開始するもの。令和７年４月１日から施行 

 

第２１号議案 損害賠償額を定め和解することについて        【建設部維持管理課】 

交通事故に関し損害賠償額を定め、和解するもの 

⑴ 事故の概要 

 令和６年（2024年）１１月１２日午前１０時４５分頃、建設部維持管理課職員がダンプ式

普通貨物自動車を運転し、越谷市大字増森３８８番１地先市道交差点において右折した際、

直進してきた対向車のため後退したところ、後方に停車していたＡさん所有のＢさんの運転

する普通乗用自動車と接触し、当該普通乗用自動車が損傷したもの 

⑵ 損害賠償額 １２８万６,２５２円 
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第２２号議案 越谷市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部 

を改正する条例制定について          【子ども家庭部子ども施策推進課】 

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等（省令等）の一部改正に伴い、省令等を参酌等

し、同様の改正を行うもの。 

⑴ 栄養士の配置を求める基準について、栄養士免許を有さない「管理栄養士」を配置した場

合についても当該基準を満たすこととするもの《令和７年４月１日から施行》 

⑵ 連携施設の確保義務に係る適用猶予期間を５年間延長し、令和１１年度末までとするとと

もに、保育内容支援（集団保育を体験させるための機会の設定等）及び代替保育の提供（職員の

病気等により保育を提供することができない場合に、当該事業者に代わって保育を提供すること）に

係る連携施設の確保義務を市長が連携施設の確保が著しく困難と認めた場合等一定の要件を

満たした場合に不要とするもの《令和７年４月１日から施行》 

⑶ 母子生活支援施設は、当該施設の設置者が入所中の児童に係る一定の給付金の支給を受け

たときは、当該給付金として支払いを受けた金銭を管理しなければならないこととし、その

方法について定めるもの《公布の日から施行》 

NO 改正条例 ⑴ ⑵ ⑶ 

栄養士の配置基準 連携施設の確保義務 金銭の管理義務 

① 
越谷市児童福祉施設の設備及び運営

に関する基準を定める条例 
〇  〇 

② 
越谷市指定通所支援の事業等の人

員、設備及び運営等に関する基準を

定める条例 

〇   

③ 
越谷市特定教育・保育施設及び特定

地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例 

 〇  

④ 
越谷市家庭的保育事業等の設備及び

運営に関する基準を定める条例 
〇 〇  

⑤ 
越谷市女性自立支援施設の設備及び

運営に関する基準を定める条例 
〇   

 

第２３号議案 越谷市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について 

                          【子ども家庭部子ども施策推進課】 

幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準（府省令）の一部

が改正されたことに伴い、府省令に従い、幼保連携型認定こども園の教育及び保育に直接従事

する職員の員数に算入できる副園長又は教頭の資格要件に係る特例（幼稚園教諭免許状を有し、

かつ、保育士登録を受けた者としているところ、いずれか一方の資格で可とする特例）の期限

を２年間延長し、令和８年度末までとするもの。公布の日から施行 

 

第２４号議案 越谷市立保育所設置及び管理条例の一部を改正する条例制定について 

                            【子ども家庭部保育施設課】 

安心・安全な保育を提供するため、大沢第一保育所と中央保育所とを統合し、新たに緑の森

公園保育所を設置することに伴い、緑の森公園保育所の名称、位置及び定員を定めるもの。令

和７年４月１日から施行 

 名 称 位 置 定 員 
 

現 行 
大沢第一保育所 越谷市大沢三丁目１６番４５号 １５０人 

中央保育所 越谷市越ヶ谷三丁目２番２８号 １５０人 

改正後 緑の森公園保育所 越谷市越ヶ谷２６２０番地１ ２８８人 
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第２５号議案 越谷市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条 

例の一部を改正する条例制定について      【子ども家庭部青少年課】 

放課後児童支援員の資格要件について、放課後児童健全育成事業に従事することとなった日

から２年以内に都道府県知事等が行う認定資格研修を修了することを予定している者を加える

もの。令和７年４月１日から施行 

 

第２６号議案 越谷市学童保育室設置及び管理条例の一部を改正する条例制定について 

                             【子ども家庭部青少年課】 

荻島学童保育室の移転に伴い、位置を改めるもの。令和７年４月１日から施行 

   現 行：越谷市大字南荻島９０２番地 

   改正後：越谷市大字南荻島１５５４番地１ 

 

第２７号議案 越谷市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例制 

定について              【子ども家庭部子ども施策推進課】 

児童福祉法の一部が改正されることに伴い、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基

準（府令）を参酌等し、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する条例を制定するもの。令

和７年４月１日から施行 

 

第２８号議案 財産の取得について（学校給食配送車）      【学校教育部給食課】 

⑴ 取 得 財 産：学校給食配送車 ３台 

⑵ 取 得 価 格：２,９３７万円 

⑶ 契約の相手方：東武マツダ株式会社 

 

第２９号議案から第３４号議案まで 

  令和６年度越谷市一般会計補正予算（第９号）について ほか補正予算５件 

 

第３５号議案から第４４号議案まで 

  令和７年度越谷市一般会計予算について ほか当初予算９件 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ】総務部法務課 

電 話 ０４８－９６３－９１３０ 


